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町からのお知らせ

司法書士大串法光事務所
基山町宮浦１５５（京町ＪＡスタンド交差点南側）

T E L  ０９４２－９２－６７２２

相続 ・ 遺言 ・ 登記
成年後見 ・ 法律相談

【月～金】８：３０～１８：３０【土日】電話予約で休日や時間外でもご相談に応じます。

☆相談は無料です。お気軽にお電話、お立ち寄りください☆

有
料
広
告

  「
黒
谷
地
区
地
区
計
画
」
に
関
す
る 

                                

公
聴
会
開
催
の
お
し
ら
せ

都
市
計
画
の
内
容
は
、
権
利
の
制

限
や
義
務
を
は
じ
め
、
み
な
さ
ん
の

生
活
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
都
市
計
画
の
手
続
き
に

お
い
て
は
、
手
続
き
の
透
明
化
や
情

報
公
開
、
住
民
参
加
の
機
会
の
拡
大

を
図
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
5
月
15
日
か
ら
公
表
し

て
い
る
「
黒
谷
地
区
地
区
計
画
」
の

原
案
に
関
し
て
、
都
市
計
画
法
第
16

条
第
1
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
市

計
画
の
原
案
に
関
す
る
公
聴
会
を
開

催
し
ま
す
。
公
聴
会
は
、
公
開
の
場

で
意
見
陳
述
を
行
う
場
で
す
。
意
見

陳
述
の
た
め
に
は
、
公
述
人
と
し
て

事
前
に
町
に
申
し
出
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

▽
日
時　

　

６
月
18
日（
火
）　

午
後
６
時
か
ら

▽
場
所　

　

基
山
町
民
会
館　

1
階
会
議
室

▽
公
述
の
申
し
出
期
間

　

５
月
31
日（
金
）～
６
月
14
日（
金
）

▽
申
し
出
方
法

　

公
述
希
望
者
（
公
聴
会
で
意
見
を

述
べ
よ
う
と
す
る
人
）
は
、
公
述

申
出
書
（
様
式
は
基
山
町
ホ
ー
ム 

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て

い
た
だ
く
か
、
定
住
促
進
課
に
て

配
布
）
を
記
入
の
う
え
、
郵
送
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
又
は
持
参
で
の

提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
公
述
の
申
し
出
が
な
い
と
き
は
、

公
聴
会
の
開
催
を
中
止
し
ま
す
。

▽
原
案
に
つ
い
て

・
閲
覧
期
間:

６
月
14
日
（
金
）
ま

で
の
開
庁
日
（
土
曜
日
、
日
曜
日

を
除
く
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

・
公
表
場
所:

情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

(

役
場
１
階
）
及
び
基
山
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

▽
申
込
み
・
問
合
せ
先

定
住
促
進
課　

都
市
計
画
係　

☎
９
２

－

７
９
２
０

　

９
２

－

０
７
４
１

　

teiju-1@
tow

n.kiyam
a.lg.jp

  
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
写
し
の
閲
覧
状
況

　

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
き
、
平
成
30
年
度
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
写

し
の
閲
覧
状
況
を
公
表
し
ま
す
。

※
問
合
せ
先　

住
民
課　

住
民
係　

☎
９
２

－

７
９
３
２

当該請求をした国又は地方
公共団体等の機関の名称 請求事由の概要 閲覧年月日 閲覧に係る住民の範囲

防衛省
（自衛隊佐賀地方協力本部） 自衛官募集広報のため 平成 30 年

6 月 18 日
平成 12 年４月２日から平成
13 年４月１日生まれの男女

申出者氏名 利用目的の概要 閲覧年月日 閲覧に係る住民の範囲
株式会社
日本リサーチセンター
代表取締役社長　
鈴木 稲博

観光庁が実施する
「旅行・観光消費動向調査」のため

平成 30 年
6 月 5 日 大字宮浦

一般社団法人
中央調査社
会長  大室 真生

公益財団法人新聞通信調査会が実施する
「第 11 回メディアに関する全国世論調査」のため

平成 30 年
６月 28 日

①けやき台 2 丁目
②満 18 歳以上の男女

一般社団法人
新情報センター
事務局長  平谷 伸次

総務省が実施する「家計消費状況調査」のため

平成 30 年
6 月 19 日

①大字宮浦、大字小倉
②満 16 歳以上の男女

平成 30 年
10 月 10 日 ①大字小倉

② 16 歳以上の男女平成 31 年
２月 7 日

▽住民基本台帳法第 11 条第３項に基づく閲覧状況

▽住民基本台帳法第 11 条の 2 第 12 項に基づく閲覧状況


